
１． 水道法第34条の２第２項に規定する検査

２．

３．
・水質検査（給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度、及び
　残留塩素の検査）
・書類検査（設備等の関係図面、水道の清掃記録、その他の管理記
　録の検査）

　４． 検査実施日時については、被災者生活再建支援課の担当者へ事前に
連絡を取り調整すること。

５． ①.検査結果の報告は、検査結果報告書を各２部を作成し、提出する
こと。

②.検査の結果不適合が生じた場合は、その都度早急に被災者生活再
建支援課に電話等で報告するものとする。

６． ①.本仕様書に記載のない事項については、委託者、受託者が協議を
　し決定する。

応 急 仮 設 住 宅 簡 易 専 用 水 道 施 設 検 査 仕 様 書

検 査 内 容

検 査 箇 所 団地名 系統数

稲屋第１団地 1

河井町第４団地 1

鳳至第１団地

西脇町第１団地 1

里町第１団地 1

杉平町第１団地 1

杉平町第２団地 1

横地町第１団地 1

浦上第１団地 2

検 査 項 目 ・施設の外観検査（水槽等の点検や、その周辺状況の検査）

里町第２団地 1

清水第１団地 1

道下第１団地 1

実 施

報 告 書

そ の 他

1

宅田町第２団地 3

小伊勢町第２団地 2

宅田町第１団地 2

マリンタウン第１団地 1

マリンタウン第２団地 2

マリンタウン第３団地 1

小伊勢町第１団地 1

町野町第１団地 2

大野町第１団地 1

町野町第２団地 1

三井町第１団地 1

三井町第２団地 1

道下第２団地 1

七浦第１団地 1

杉平町第３団地 1

釜屋谷町第１団地 1


